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産業建設常任委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   令和元年６月２４日（月） 

午 前 １０時００分  開 会 

午 前 １０時５５分  閉 会 

 

２．場  所   大会議室 

 

３．出席委員   委 員 長  加 澤   明   副委員長  田 嶋 孝 安 

委  員  澤 口 正 義   委  員  西 村 盛 男 

委  員  山 本 彌 一   委  員  森   三 郎 

議  長  舩 見 亮 悦    

 

４．傍聴議員   議  員  小比類巻孝 幸   議  員  下 山 光 義 

         議  員  遠 藤 泰 子 

 

５．事務局職員   事務局長  村 井 拓 司   係  長  織 笠 信 吾 

         主  査  川 嶋 貴 彬   主  事  浪 岡 光 平 

 

６．説 明 員   副 市 長                  米 田 光一郎 

上下水道部長                高 橋 常 幸 

下水道課長                 坂 岡 敏 行 

下水道課長補佐               冨 田 照 彦 

下水道課長補佐               鈴 木 洋 一 

経済部長                  関   敏 徳 

産業観光課長                長 根 正 登 

産業観光課長補佐              石 坂 知 也 

産業観光課商業振興係長           柿 崎 竜 平 

 

７．案  件   （１）下水道事業の地方公営企業法適用について 

（２）スカイプラザミサワの運営状況について 

報告事項 

主要地方道三沢十和田線の街灯整備事業（アーケード撤去含）につ

いて 

 

８．会議概要 
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加澤委員長：本日の会議は定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまから、産業建設常任委員会を開会いたします。 

 本日の案件は、下水道事業の地方公営企業法適用について、スカイプラザミサワの運営

状況について２項目を調査した後、報告事項として、主要地方道三沢十和田線の街灯整備

事業（アーケード撤去含）についての報告をいただく予定となっております。 

 それでは、１件ごとに調査してまいりたいと思います。 

 まず１件目の下水道事業の地方公営企業法適用についての市当局の説明を願います。 

 下水道部長。 

高橋上下水道部長：おはようございます。 

 本日は、現在取り組みを進めております下水道事業の地方公営企業法適用につきまし

て、下水道課長より詳細を説明させますのでよろしくお願いいたします。 

加澤委員長：下水道課長。 

坂岡下水道課長：下水道課長の坂岡と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料に沿って御説明いたします。 

 まず資料を１枚めくっていただきまして、最初に三沢市下水道事業の概要について御説

明いたします。 

 （１）公共下水道事業、当市の下水道事業は、昭和６３年度に計画、事業認可を受けて

事業着手し、平成７年１０月から一部供用開始を行い、現在に至っております。汚水処理

面積は令和１２年度までの全体計画で１,８２２ヘクタール。令和５年までの事業認可で

１,３３９ヘクタールを計画しております。雨水処理面積は、全体計画で８１５ヘクター

ル、事業認可で５１４ヘクタールを計画しております。処理人口は、全体計画で３万５,

３００人、事業認可で２万９,１３０人を計画しております。整備済み人口を行政区域人

口で割った普及率は、平成３１年３月３１日現在で６５.８％、加入人口を整備済み人口

で割った加入率は８９.３％であります。 

 続きまして、（２）農業集落排水事業。当市の農業集落排水事業は、平成９年度に西部

地区、平成１３年度に東部地区、平成２０年度に南部地区と事業採択、事業着手を行い、

現在は３地区とも事業完了及び供用開始を行い、現在に至っております。事業期間は、西

部地区が平成９年度から平成１３年度まで、東部地区が平成１３年度から平成２０年度ま

で、南部地区が平成２０年度から平成２４年度であります。計画人口は、西部地区が１,

５００人、東部地区が３,４７０人、南部地区が１,５５０人であります。３地区合わせた

普及率は平成３１年３月３１日現在で１２.１％、加入率は７１.２％であります。 

 なお、普及率は公共下水道事業同様に、行政区域人口の約４万人弱で割っておりますの

で、低い値となっております。 

 従いまして、三沢市全体の普及率は、公共下水道事業と農業集落排水事業を合算いたし

まして７７.８％となります。 

 また、三沢市全体の加入率は、公共下水道事業と農業集落排水事業の加重平均値で８

６.５％となります。 

 続きまして、２番の下水道事業の地方公営企業法適用について御説明いたします。 

 （１）地方公営企業法適用の推進。平成２７年１月２７日付。公営企業会計の適用の推
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進についてにおいて、総務大臣より人口３万人以上の団体が運営する下水道事業及び簡易

水道事業を、平成３２年４月、令和２年４月までに地方公営企業法を適用する公営企業会

計へ移行するよう求めており、このことから現在、三沢市の下水道事業も法適用する公営

企業へ向けた移行作業を行っております。 

 次のページに進みまして、（２）地方公営企業法適用の目的。公共下水道事業及び農業

集落排水事業における経営状況や財務状況を明確にし、経営の健全化を確保するととも

に、経営基盤の強化及び適切な資産管理を図るため、法適用する公営企業へ移行すること

を目的としております。 

 （３）下水道事業の法適用の概要。法適用の時期は令和２年４月１日です。法適用の範

囲は水道事業、病院事業と同様の全部適用となります。法適用の対象事業は、三沢市下水

道事業と三沢市農業集落排水事業になります。 

 （４）特別会計と法適用企業会計の相違点。会計方式は官公庁会計の単式簿記であった

ものが、公営企業会計の複式簿記に変わります。出納閉鎖日は５月３１日から、決算日３

月３１日に変わります。出納及び会計事務は、会計管理者であったものが企業出納員、上

下水道部長に変わります。職員の身分は、地方公務員法であったものが、地方公営企業法

等の労働関係に関する法律に変わります。入札・契約・検査業務は管財課、契約検査室で

担当していたものが下水道課に変わります。 

 （５）条例の改正案について。法適用企業への移行に伴い、条例の改正を行ってまいり

ます。その条例改正の方針として、水道事業関連の条例に下水道事業に係る規定を加え、

水道事業と下水道事業を統合した三沢市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

や、下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の改正を行う予定であり、その

ほかにも市長部局の条例、三沢市特別会計条例、三沢市職員定数条例等の改正を行う予定

であります。 

 また、受益者負担金及び使用料等を審議しておりました三沢市下水道料金審議会を廃止

し、水道事業と同様に予算、決算、下水道料金等を審議していただく下水道委員会を設置

する予定としております。そして、委員につきましては、水道委員会と同様に市議会議員

に委嘱をお願いしたいと考えております。 

 なお、条例の改正案は、令和元年度第３回定例会、１２月議会に上程する予定でありま

す。 

 次のページに進みまして、３、水道事業と下水道事業の統合についてです。 

 １（１）県内他市の状況。１ページの後段でも御説明しましたが、総務大臣の通知を受

けて、他市町村においても令和２年４月１日より法適用企業になりますが、その多くの他

市町村が法適用企業への移行時に上水道、下水道の予算管理、予算執行を一つの課に統合

するか、その統合を検討する流れがあります。水道事業及び下水道事業の両事業が、既に

法適用されている県内の他市の状況は、表のとおり５市あります。いずれの市でも両事業

を統合して、企業出納員を定め、組織のスリム化及び事務の効率化を図り運用しておりま

す。 

 事業統合のメリットとしまして、まずは１点、上水道事業の統合により、共有化した会

計システムを導入し、職員が両事業の伝票起票などの予算執行管理が行え、職員の会計シ
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ステム操作の負担軽減を図ることができる。二つ目といたしまして、両事業の口座をまと

めることにより、支払いや受け入れ等資金の安定的な運用及び管理ができる。三つ目とし

ましては、入札業務や検査業務、その他事務の効率化や経費の削減を図ることができる。

以上の３点がメリットであるものと考えております。 

 なお、事業統合時期は会計システム等の統合時期も考慮して、令和４年度を目指して運

用していきたいと考えております。 

 以上で、下水道事業の地方公営企業法適用についての説明を終わらせていただきます。 

加澤委員長：それでは、ただいまの説明に対して、委員の皆様から御意見、御質問等ござ

いませんか。 

 山本委員。 

山本委員：今、説明受けましたけれども、統合と言いますか、公営企業化を図ってシステ

ムを変えていくのだ。そのメリットが、コスト削減というふうに受けとめたのだけれど

も、であれば現在のシステムとその公営企業云々適用法に基づいてやった場合、三沢市の

両会計の現在からどれくらいのコストがメリット、私は金額でしか物事を判断できないの

で、いろいろな金額とは別にあるのだろうけれども、金額的にどのくらいを令和４年です

か、を目指しているということだから、どのくらい見込んでいるのですか。 

加澤委員長：下水道課長。 

坂岡下水道課長：ただいまの、システム統合に対する金額的なメリットに御説明いたしま

す。 

 今、企業会計移行支援業務ということで、株式会社ぎょうせいさんの請負のもと、いろ

いろと詰めている最中であります。水道のほうも今、システムを移行する、今ちょうど切

りかえ時期でありまして、そちらと下水道側の新しいシステムと、どういうふうに歩み寄

れるかというのを今、精査している最中で、具体的な数字はこれから詰めていきたいと

思っております。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：これからということで、同じであれば全く、ただ国のそうした方針に基づいて

やるだけだと何の意味も果たさない、手間暇かけてね、これからということなので、それ

はそれで期待します。市民が消費者であるので安いほど、あるいはそういうふうな無駄を

省いてやっていくのには、これは反対というのはないと思う。そういうサービスの向上等

も図るということも含まれていると思うので。 

 そこで今度は、そのまだ三沢市の場合、下水道事業の工事だとか進めていかれると思

う。そうした場合、今度はそこの公益云々の企業になってしまうと、借り入れも独自で、

自分たちでというふうになると思うのだけれども、そうした場合、我々民間の場合は、何

かの設備をする、それに何十億円、百億円かかろうが、必ずどのくらいの耐用年数と言い

ますか、それらで我々は償却して、その年数がくればその分さっぴいて計算するのだけれ

ども、それらは、その償却資産としてこの公益云々に変わっていけば、それらもちゃんと

引いて計算等、我々に報告できるのかどうか。その辺どうなるのか、今のまだこれからと

いうことなので予測でもいいですから、ちょっと伺いたいなと思います。 

加澤委員長：下水道課長。 
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坂岡下水道課長：これからの減価償却の関係にお答えします。 

 簿記自体が単式だったものが複式簿記になることによって、減価償却の考えは当然、導

入されます。ですので、その耐用年数に従った減価償却で今後、計算していくことになり

ます。それが、今の企業会計のメリットの一つでもあって、その減価償却によって、やは

りその設備の更新タイミングとか、そういうのもしっかり図れるようになるので、それも

メリットの一つだと思っています。 

 ですので、減価償却はしっかりとやっていきたいと思っています。 

 以上です。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：我々、議員として心配するのは、いかに利益を、企業会計というのは利益を生

まないと何の意味もない、ただサービスサービス、これは一番格好よくていいのだけれど

も、いずれはその赤字云々出た場合、これは市民の負担に私はなっていく。そうした場

合、値上げでカバーしていかれるのか、あるいは一般会計からの、市のほうの一般会計と

この企業会計との、この辺はどうなっていくのか、この辺ちょっと予測でもいいですから

ちょっと伺いたいのだけれども。 

加澤委員長：下水道課長。 

坂岡下水道課長：ただいまの今後の繰入金の関係についてお答えいたします。 

 下水道事業は今、特別会計で運用しておりますけれども、現在でも一般会計の繰り入れ

は発生しております。今後も下水道事業、特に汚水と雨水と両方事業はやっていますけれ

ども、雨水に関しては完全に公費負担ということになっておりますので、まずその分の一

般会計の繰り入れはどうしても発生するかと思います。 

 あと、そのほかにも下水道の方式として、分流式と合流式と二つがあるのですけれど

も、三沢市の場合は分流式という方式を使っております。この分流式というのは、非常

に、雨水と汚水と別々に整備するのでお金がかかるということになっています。実際、そ

の分流式の場合で整備したことに対しても、一般会計への繰り出しでその合流式よりも

ちょっと上回った予算がかかるというところを、一般会計の繰り入れで賄いなさいという

ようないろいろな基準、操出基準が総務省のほうから毎年出されております。その中でお

さめるように今後も努力していきたいと思っております。 

 以上です。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：私、下水というのはこの流し、流しと言いますか料理を使った後の水、そして

トイレ等、雨水というのはこの辺、雨が降ったやつを集めて、それも下水処理しているの

ですか。私は間違っていましたね。それは別というような考えなのだけれども、それは一

緒に終末処理場で、一緒になって処理しているからそういうふうに市のほうで補助、雨水

の場合はなるという、それでいいのかどうか。 

加澤委員長：下水道課長。 

坂岡下水道課長：今の汚水と雨水の関係、ちょっと言葉足らずで申しわけありません。雨

水に関しましては、処理場には入りません。そのまま各側溝から雨水管という雨専用の管

に入りまして、そのまま最終的には三沢川のほうに流れる感じになりますので、下水道処
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理場のほうには入りません。そのかわり、その集める管を、下水道課の方で整備しており

ます。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：この国の方針に基づいて公益化を図るというのは、コストの削減、サービスの

向上、これを期待するのだけれども、この企業会計というのは生きものですから、それは

利益を生み出してコストを下げていくのだろうけれども、何かの手違い等で赤字、こうし

た場合はどういうふうな処理、値上げでカバーしていかざるを得ないのではないのかな、

こう思うのだけれども、その辺はどうも安易に「赤字だから」と言って、我々に了承を

とって値上げ、そういうことは心配ないのですか。この辺ちょっと、将来……。 

加澤委員長：下水道課長。 

坂岡下水道課長：今後の下水道使用料についてお答えいたします。 

 ４年に一度、今までは下水道料金の審議会をしておりまして、前回でいきますと使用料

改定が平成１７年に一度、３０％ほどアップしております。それから現在、４年に１回ず

つ試算しながらも来ておりますけれども、時期は令和２年にその辺をまた、その時点の状

況をいろいろと資料を収集して判断して、料金をまたどうするのかという議論をさせてい

ただきたいなと思っております。 

 以上です。 

加澤委員長：よろしいですか。ほかにございませんか。 

 澤口委員。 

澤口委員：この国の方針に基づいて行うことは何ら問題もないし、むしろ遅いくらいだっ

たというふうに個人的には思っております。 

 私は、先の３月議会でも委員会で少し議論させていただいた記憶があるのですが、下水

道債１００億円を超えていますね。そして、水道関係の企業債もかなりあるはずですよ

ね。これから人口減少する、また市街地においては空き家がたくさんあるという中で、将

来この経営というものは、今回の案件とは別に、非常に危惧されるのですが、今回この地

方公営企業法適用についての、その辺の長期的な見通し、考え方というのがありました

ら、ちょっとお話しいただきたいと思います。 

加澤委員長：下水道課長。 

坂岡下水道課長：今後の下水道事業の見直しについてお答えいたします。 

 一応、先ほど御説明したとおり、まずは全体計画は令和１２年度とありますけれども、

まず認可、このうちの認可を受けているところは令和５年までということで設定させてい

ただいておりますので、その区域につきましては当然、整備は進めさせていただきたいと

思っております。 

 ただし、また残りの区域については、今後いろいろな方面を勘案しながら、また計画の

ほうを、認可を伸ばすのか、あるいは今後また違う事業で進めていくのかというのは、ま

た調査していきたいと思っております。 

 以上です。 

加澤委員長：澤口委員。 

澤口委員：１０年、２０年先を考えると、今、課長が答弁されたことは非常に大事なこと
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です。もしかしたら破綻する可能性もあるわけですよね。さきの３月の委員会の際に、課

長だというふうに記憶しておるのですが下水道債、あと新たに将来計画含めて２００億円

の負債が出てくるというふうに答弁があったのですが、そのことを考え合わせると、本当

にこの今回の法適用を契機に、しっかり将来経営というものを考えていかなければならな

い、私はそう思っております。 

 先ほどありましたのですが、令和２年には料金改定をするかもしれないということなの

ですが、安易な料金値上げ、改正というものはよくないと私は思うので、中長期的な視点

に立った経営戦略というものをしっかり持っていただきたい。そして、できれば先ほど山

本委員の御質問にも関連することなのですが、今、本当であればいろいろなことをもう

しっかり、この機会に説明し、検討する必要があったのかなというふうに私は思っておる

のですが、今からでもいいですから年度内でも、その辺の基本的な方針をまとめて、我々

に提示していただきたい、これはお願いしておきます。 

加澤委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

加澤委員長：それではないようなので、今回この案件に関しましては、各委員のほうから

意見が出ました。やはり少子高齢化を迎えるにつれて、将来の経営状況の安定化に不安が

持たれています。そこの部分は、やはり担当課のほうでもきちんと将来像を見据えて計画

を立てていっていただきたいと思います。 

 それと、加入率のほうも、やはり普及率と加入率を比べていくと、やはり違いがありま

す。やはりこの違いがあるということは、普及しても加入していない方がやはりそれぞれ

の形で残っているということになりますので、やはりそれをやっぱり加入しない人は料金

を払わなくてもいい、加入した人は料金を払うという、やっぱり格差が出ると、これも将

来の運営的にマイナス要素になると思いますので、その辺も踏まえてきちんとこれから計

画を立てていただきたいと思います。 

 それでは、説明員の入れかえのため、暫時休憩いたします。 

休憩  午前１０時２５分 

再開  午前１０時２７分 

加澤委員長：それでは休憩を解きます。 

 それでは、案件をスカイプラザミサワの運営状況についてに移らせていただきます。 

 市当局の御説明を願います。 

 産業観光課長。 

長根産業観光課長：それでは、案件の２件目、スカイプラザの運営状況について御説明さ

せていただきます。 

 お配りしております産業建設常任委員会資料、スカイプラザミサワの運営状況について

をごらんいただきたいと思います。 

 この資料は、去る６月６日、スカイプラザミサワ株式会社が開催いたしました第１４期

定時株主総会におきまして配付された資料の写しとなってございます。本日はこれを用い

て御説明させていただきます。 

 それでは、２ページ目をごらんください。 
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 １番の管理部門ですが、こちらは（１）としてテナント部門の状況、（２）としてアメ

リカ村にぎわい創出イベントの企画開催について、それぞれの説明とデータが示されてお

ります。 

 初めに、テナント部門でございますが、昨年度も入居率は１００％を維持しております

が、入居しているテナントは日中、営業している飲食店が少ないことや駐車スペース不足

などにより、集客力の低下が見られてきております。このため、スカイプラザミサワでは

今後、アメリカ米軍基地インターナショナルの基本方針に基づきまして、短期計画の策定

を行うこととしております。その計画に沿った店づくりを進めることとしております。 

 なお、下段の表は平成３１年３月３１日時点でのテナント入居状況の一覧となってござ

います。 

 次に、３ページをごらんください。 

 （２）アメリカ村にぎわい創出イベントの企画開催の状況です。 

 初めに①アメリカ村サンクスカーニバルです。昨年度はＳＮＳのほか、地元商店街の回

覧板を活用した周辺地域への情報発信など、広く宣伝を実施し、テナントと協議による販

売促進セールスや各種抽選会の実施などにより、集客と売り上げの向上につなげておりま

す。 

 次に、②三沢基地航空祭前夜祭等の内容でございます。御承知のとおり、三沢市基地航

空祭は毎年、県内外から多くの来場があり、前日から宿泊される方も大勢いらっしゃいま

す。そうした方々をターゲットにミリタリー用品のフリーマーケットや飲食店ブースの開

設等により集客を図ったところでございますが、航空祭直前に発生した北海道での震災が

影響して、また当日の雨ということもございまして、入店者数及び売上高ともに減少いた

しました。表は前夜祭と航空祭当日の売り上げ及び入店者数となっております。 

 次に③その他でございますが、七夕祭り、三沢祭り、ハロウィーンフェスタなどの各種

イベントに合わせ、飲食ブースを開設するなど、中心市街地のにぎわいに貢献しておりま

す。 

 続きまして、４ページをごらんください。 

 ２、直営小売部門でございます。スカイプラザミサワでは、昨年度の目標として売上高

前年比８％増の１億４,０００万円と定めておりましたが、実績では４.５％減の１億２,

０００万円となり、目標を達成することはできませんでした。 

 その要因といたしましては輸入食品、雑貨ともに客単価を上げることはできたものの、

客数を伸ばすことができなかったことが大きな原因と分析されております。 

 なお、スカイプラザミサワの売上高の半分はコストコから仕入れている食料品が占めて

おり、特に毎週末販売しているベーカリーやピザ等は年々人気が高まってきております。 

 また、平日の客数増及び新たな顧客を取り込むため、他店で取り扱っていない良質な輸

入食品を取り扱い、商品のバリエーションをふやし、顧客満足度向上につなげた結果、輸

入食品については売上高が向上しております。 

 次に、ファーストフード店であるジャック＆ベティです。昨年度よりスカイプラザミサ

ワだけでなく、新たに青森県立三沢航空科学館移動販売車での販売を開始しております。

各種ホットドッグやジェラートなどの商品をＰＲしながら営業を進めてまいりましたが、
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利益の計上までには至っておりません。 

 なお、５ページにはスカイプラザミサワ及びジャックアンドベティの売上高について、

第１３期と第１４期の比較表がございます。そして、６ページには直営店のレジ通過客数

が表とグラフで示されております。 

 次の③会議の欄は、株主総会を初め、社内での会議の開催状況でございます。 

 次に７ページをお開き願います。 

 ここから１３ページまでは、決算報告書でございますが、こちらの報告書は複式簿記に

より作成された資料となっておりますことから、わかりやすい単式簿記により表記した表

を当委員会用に参考資料として作成いたしましたので、平成３０年度決算につきましては

そちらの資料でもって御説明させていただきます。 

 資料の１４ページとなります。 

 スカイプラザミサワ株式会社、平成３０年度収支実績表、平成３０年４月１日から平成

３１年３月３１日までの収支でございますが、比較のため平成２９年度の実績についても

記載しております。 

 まず収入の部の合計額でございますが、平成３０年度においては１億９,１６２万４,０

０００円で、前年度との比較では４５０万９,０００円の増となっております。増額の理

由としては、青森県立三沢航空科学館カフェスペースの運営を受託した分の売り上げ及び

移動販売車の売り上げがプラスとなったことが大きな要因となっております。 

 次に費用の部でございますが、合計額で１億９,５３０万４,０００円で、前年度との比

較では１,０９９万円の増となっております。増額の理由としては、仕入れ等の増加、青

森県立三沢航空科学館カフェスペースの家賃及び従業員を採用したことによる人件費の増

加、また移動販売車のリース料などが主な要因となっております。 

 その結果、収入から費用を引いた経常利益は３６８万円の赤字となっております。ま

た、減価償却前の経常利益では９１１万７,０００円の黒字となり、当期純利益では５０

９万２,０００円の赤字となったところでございます。 

 なお、平成２３年３月１５日付で契約いたしましたスカイプラザミサワへの３,０００

万円の貸付契約については、平成２８年度から５カ年度において、１年度につき６００万

円を支払う契約となっており、平成３０年度分につきましては平成３１年３月２５日に返

済され、返済期間は残り２年、貸付残高は１,２００万円となっておりますことを御報告

いたします。 

 続きまして、１５ページをお願いいたします。 

 こちら、来年度の事業計画でございますが、まず管理部門の（１）テナント部門でござ

います。テナント入居率が１００％になりましたことから、今後は各テナントの売り上げ

向上へつながるよう、一層魅力ある店舗づくりを目指していくこととしており、アメリカ

米軍基地インターナショナルのコンセプトに基づき、将来に向けたアクションプランの策

定を目指しております。 

 次に、１６ページをお願いいたします。 

 （２）アメリカ村にぎわい創出イベントの企画開催ですが、今年度も前年同様、アメリ

カ村サンクスカーニバル及び三沢基地航空祭前夜祭の開催を計画しております。 
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 続いて小売り部門です。まず（１）直営小売部門でございますが、今年度も引き続き輸

入食品、輸入雑貨の販売促進を徹底するとともに、良質な県産品を中心に日本のいい品を

ふやしていくことで、顧客満足度を向上させ、売上高で前年度比５％を目指す予定でござ

います。 

 次に、１７ページをお願いいたします。 

 （２）ジャック＆ベティですが、オリジナリティあふれるメニューに改善するため、今

年度新たにソーセージを開発することとしており、新商品の販売へとつなげ、個性的なお

店づくりを進めていくこととしております。 

 次に（３）ジャック＆ベティ２、青森県立三沢航空科学館カフェ営業でございますが、

引き続き市内外からの来館者をターゲットに、ジャック＆ベティでの商品や輸入菓子、ソ

フトクリームの販売、ＰＲを行いながら、売上高の向上を目指しております。 

 次に（４）ジャック＆ベティ号、移動販売車営業ですが、現在スカイプラザミサワ及び

ジャック＆ベティの宣伝と売上高向上を図るため、市内等で行われる各種イベントやス

ポーツ大会等において、フードカーによる移動販売を実施しております。引き続き、スカ

イプラザミサワの魅力を発信していくこととしてございます。 

 次に、１８ページをお願いいたします。 

 こちらは、今期第１５期の収支計画でございますが、収入の合計から費用の合計を引い

た経常利益は３３２万８,０００円となっております。また、減価償却前の計上利益では

１,５６２万６,０００円を見込んでいる予定でございます。 

 これで、スカイプラザミサワの運営状況に関する説明は以上でございます。よろしくお

願いします。 

加澤委員長：それでは、ただいま説明に対して、委員の皆さんからの御意見、御質問等ご

ざいませんか。 

 山本委員。 

山本委員：１４期の決算等御説明いただきましたけれども、１４期目の決算においてもま

た赤字、黒字化に至っていない、ことしから来年の３月末まで、３００万円余りの利益を

減価償却をしながら見ていく、これは達成、努力は、意気込みはわかるけれども、大丈夫

と市のほうでは感じておられるのかどうか。このまま利益を生めないでいけば、何か経営

が行き詰まるような気がするのだけれども、そうした危惧と言いますか、それらの雰囲

気、この経営者とはどう捉えているのかな。その辺のニュアンスでもいいですから、お聞

きしたいのだけれども。 

加澤委員長：産業観光課長。 

長根産業観光課長：お答えいたします。 

 確かに委員おっしゃられたように今期も赤字でございました。先ほども説明したよう

に、この原因といいますのは、ジャック＆ベティ２という科学館に対しては家賃分と、あ

とそれに伴って人件費がふえたこと、移動販売車、これはリースで５年リースでございま

すが５００万円ほどの車両となっております。これがやはりことし導入して、結果赤字に

なった、それが、これは昨年の６月くらいから移動販売車ジャック＆ベティ２という、こ

れも一緒にやったのですが、それがもしフルに１２カ月間、もしできる、これからやって
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いくのですけれども、そうなればそこの部分での赤字解消につながっていくのではないか

なというふうに私は分析しておりました。 

 以上です。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：問題は、あそこ、各施設を中心にいろいろな売り上げを伸ばそうとしている努

力は買うのですけれども、本来、あそこの建物で貸し料でペイできるようにならないと、

家賃で返していくという、三沢市全体のにぎわいを確立していくというのが狙いだと思う

のだけれども、私はこうよくわからないけれども、貸し料でとんとんくらいなら、電気料

云々等も含めてであれば、何かのイベントで利益を生んでいくということだと、どんどん

利益がふえて、その効果も大だと思うのだけれども、この家賃を上げるなどいうのは、高

いのか安いのか、私は分析はわからないけれども、役所のほうでは家賃をちょっと値上げ

すれば楽になると思うんだけれども、これは無理なのですか。この辺、どういうふうな考

えになっているのか、ちょっと伺いたいのだけれども。 

加澤委員長：産業観光課長。 

長根産業観光課長：お答えいたします。 

 現在の家賃でございますが、坪単価でいきますと１階が５,０００円、２階が３,０００

円、３階が３,５００円ということで１坪契約をしていただいているところでございま

す。 

 それで、１３ほどの業者が、テナントの方々が入ってございまして、年間で３,２３４

万６,２４０円というのが家賃分として入ってきております。その家賃を今、委員がおっ

しゃったように高くしてはどうかというお話だとは思うのですが、これはたしか、そこを

今後もしおっしゃったように全部それで、家賃収入で電気代からペイできるような形とい

うことを御提言いただきましたので、その辺を協議して、どういうふうにすれば効率的に

回っていくのかというところを協議していきたいと思います。 

 ありがとうございます。 

加澤委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

加澤委員長：それではないようなので、今やはり将来の運営状況に関しての不安、委員の

方も持たれていました。実際、この決算書を見てもイベント性に非常に重き、ベースが

入っているので、どうしても天気が悪かったり、それらの状況によっては入り込み数がが

くんと落ちて収益が減るということがありましたので、やはり委員の方からも家賃収入で

安定させると。そして、ほかの部分は利益向上させるという、やっぱりそういう部分も今

後、考えていかなければならないのではないのかなと感じました。 

 それと、基本的に借り入れのほうも恐らく６００万円、赤字を覚悟で返済しております

ので、それはそれできちんとやっているなと評価いたします。 

 ただし、今後あと２カ年で返済が終わります。基本的にはやはり筆頭株主、第３セク

ターという形をとっていますけれども、その方向性もきちんと考えていかなければならな

い時期だと思いますので、行政のほうもそれを踏まえながら経営安定化に向けて鋭意努力

して、いい形で計画を進めるようにお願いいたします。 
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 それでは、続きまして報告事項である主要地方道三沢十和田線の街灯整備事業（アー

ケード撤去含）について、市当局から報告をお願いいたします。 

 産業観光課長。 

長根産業観光課長：それでは、報告事項の街灯整備（アーケード撤去含）事業について御

説明させていただきます。 

 初めに概要、そしてこれまでの経緯について御説明いたします。 

 主要地方道三沢十和田線に設置しておりますアーケードにつきましては、昭和５１年か

ら５２年にかけて建設されたものであり、設置から既に４０年が経過し、老朽化が顕著と

なっております。市といたしましては、安全・安心を確保するためにできるだけ早い時期

にアーケードを撤去という方針のもと、国の補助制度の活用について協議してまいりまし

た。 

 しかしながら、撤去に活用できる補助金はないとのことから、視点を変えまして同路線

における街灯を整備するに当たり、支障となるアーケードを撤去するという手法により、

防衛省の補助金の活用を目指しております。 

 今後の取り組みでございますが、民生安定施設設置助成事業に係る防衛事業補助、いわ

ゆる防衛８条事業を活用し、令和２年度から事業実施を目指し、先月防衛省に対して概算

要求を行ったところでございます。 

 また、今年度は街灯整備事業の実施計画を行うこととしており、先般入札を行い、業者

と契約を締結いたしました。 

 なお、工期につきましては令和元年６月１１日から令和２年２月２８日までとなってご

ざいます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

加澤委員長：ただいまの報告に対して、委員の皆さんから御意見等、質問ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

加澤委員長：それではないようなので、この報告事項も私の知る限り、もう約５年費やし

て、先日は危険箇所が出たので応急撤去したという経緯があります。あと、これが完工さ

れるのには２年かな、来年までかかります。その間、事故のないように注意しながら、き

ちんと早くこの問題を解決するようにしていただきたいと思います。 

 以上で、本日の案件は全て終了いたしました。 

 なお、この所管事務調査については、今定例会で委員長報告をすることになりますが、

この内容については正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

加澤委員長：それでは、そのようにさせていただきます。 

 これをもちまして、産業建設常任委員会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

午前 １０時５５分 閉会   
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以   上 

 

委 員 長   加 澤   明   

 

 

 

 


